
水田活用の直接支払交付金の見直しに係る
アンケート調査の結果について

■調査目的
水田活用の直接支払交付金（以下「水活交付金」という。）の見直しを受けた各地域の対応状況の

整理や事例収集を行い、県内での情報共有を図るもの。

■調査内容
①水活交付金の見直しに係る検討状況
②水活交付金の見直しに係る周知状況
③１か月湛水の確認方法

■調査対象
県内市町村の地域農業再生協議会

■調査期間
令和５年12月27日～令和６年２月19日

■回答数
35全市町村から回答あり

令和６年３月18日

地域課題検討班
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１．水活交付金の見直しに係る検討状況

割合 市町村数 状況

10％未満 27
多くの地域協議会では、生産者の意向をま
だ把握できていない

10～20％ 7
関係機関や生産者との間で検討会議を行っ
た市町村、R5の畑地化件数が多い市町村、
水活交付金の件数が少ない市町村が該当

70～80％ 1
生産者対象のアンケート調査を実施した南
陽市が該当

水活交付金の見直しを受けた

今後の営農の方向性に係る

県内の検討・選択状況
②選択した内容

①各市町村での方向性（畑地化・ブロックローテーション・
１か月水張り）を選択済みの生産者の割合

区分 面積

畑地化 約770ha

ブロックローテーション（田畑輪換含む） 約160ha

１か月湛水 約540ha

その他
（このまま作り続ける・水稲作付・所有者への返還）

約170ha

計 約1,640ha

③地域協議会の取組み
○ 生産者を対象としたアンケート調査、説明会の開催、チラシの作成・配布

○ 関係機関（土地改良区、農協等）との協議



１．水活交付金の見直しに係る検討状況

市内の生産者を対象とした

アンケート調査による

意向把握

事例

No.１

南陽市

アンケート調査票様式

・ アンケート対象件数…約420件

・ 回答率…88％



２．水活交付金の見直しに係る生産者への周知状況

見直しに係る全体の概要を説明したパンフレットの作成
～見直し内容から１か月湛水、Q＆Aまで～

事例

No.２ 南陽市



２．水活交付金の見直しに係る生産者への周知状況

見直しに係る全体の概要を説明したパンフレットの作成
～見直し内容から１か月湛水、Q＆Aまで～

事例

No.２ 南陽市



２．水活交付金の見直しに係る生産者への周知状況

交付対象外とされた場合、

減少になる交付金を

具体的な事例を用いて説明

事例

No.３

舟形町



２．水活交付金の見直しに係る生産者への周知状況

フローチャートを作成して生産者の判断をサポート
事例

No.４ 最上町



３．１か月湛水の確認方法の作成状況

割合 市町村数

既に確認方法を定めて
令和５年度に確認を実施した

9

まだ確認は実施していないが
確認方法を定めている

4

まだ確認方法を定めていない 22

１か月湛水に係る

確認方法の作成状況

①各市町村での確認方法の決定状況

・ 令和6年1月現在

②水張り確認にあたっての地域協議会での不明点

○ 連作障害の発生の具体的な確認内容について

「令和５年度 経営所得安定対策等実施要綱の具体的な運用のポイント」から抜粋

（R5.6.14付け農林水産省経営局経営政策課長一部改正通知）

（たん水管理及び水田機能の確認について）

・水張りの時期については具体的な時期の指定はないため、水張りの順番や期間は、現場で十分に検討したうえ

で実施する。

・たん水管理が十分になされていることを確認するため、水張りの確認は、たん水期間中に１か月以上あけて２

回実施し、それぞれの時点でたん水されていることを確認することとする。

・水田機能の確認は、地域農業再生協議会において実施することとする。確認の時期については、令和４年度以

降の５年間に１回、地域における輪作体系を踏まえ、適切なタイミングで実施する。

（連作障害の発生の確認について）

・連作障害による収量低下の有無の確認方法として、毎年度、水田台帳の整理時に交付対象水田の要件確認を行

う際に、当該ほ場において、①過去５年間の収量の推移や病害虫の発生状況等、②過去５年間の収量と、近傍の

ほ場における収量及び作期がおおむね同等の同一作物の生育状況との比較により、連作障害が発生していないか

を、地域や作物等に応じて、適切かつ十分に確認する（収量は、客観的に確認できる書類により確認すること。

困難な場合は、農業者等が作成した、ほ場ごとの収量の推移や病害虫の発生状況等に係る記録により確認するこ

と）。

見直し後の交付対象水田のルール

〇５年間に一度も水張りが行われていない農地は
交付対象としない（令和９年度から実施）

・ただし、以下に該当するものは、５年間に一度も水張
りが行われない
場合であっても交付対象水田から除外しない。
① 災害復旧に関連する事業が実施されている場合
② 基盤整備に関連する事業が実施されている場合
※①、②のいずれの場合も、過去の作付けの実績及
び将来の作付計画等から、確実に水張りを行うこ
とが確認できる場合は、交付対象とする。

・水張りは、水稲作付けにより確認することを基本とす
る。
・ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行っ
たとみなす。
① 湛水管理を１か月以上行う
② 連作障害による収量低下が発生していない

国
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
確
認
方
法

参考



３．１か月湛水の確認方法の作成状況

確認の流れ

①水張り前にJA、市に連絡

②報告書に湛水開始、終了

日時を記載し、それぞれの

写真を添付

③市の地域協議会で

別途現地確認を実施

事例

No.５

鶴岡市



３．１か月湛水の確認方法の作成状況

確認の流れはNo.5鶴岡市と同様
事例

No.６
長井市


